様式第 １ 号（表）
間口等除雪支援事業利用申請書

　　年　　　　月　　　　日
八郎潟町長職務代理者　 様

	申請者
	住　所  八郎潟町　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
電　話                                 　　




八郎潟町間口等除雪支援事業を利用したいので、次のとおり申請します。

1． 世帯構成
	続　柄
	氏　　名
	生年月日
	年齢
	備　　　考

	世帯主
	
	年　 　　月　　　　日
	
	

	
	
	年　  　月　　　　日
	
	

	
	
	年　　　　月　　　　日
	
	

	
	
	年　　 　月　　　　日
	
	


　　　　　　　　　　　　　　　
2． 申請理由（該当する番号に○を付けてください。）
	自力により除雪が困難で、除雪を依頼できる家族（世帯分離を含む）や親族等がいなく、

	１．６５歳以上の高齢者のみで構成される世帯

	２．介護保険に係る介護認定（要支援及び要介護）を受けている方のみで構成される世帯

	３．障害者手帳（身体・知的・精神）を所持している方のみで構成される世帯

	４.傷病により医師から長期間の静養等の指示を受けている方

	５．上記１～４で構成される世帯
	※どういう状態なのかを簡単に備考欄にご記入ください。


　※裏面もあります。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　受　付　印
	課　長
	課長補佐
	係長　・　主任　・　主事
	

	
	
	
	



様式第１号（裏）

同意書
私は本事業を利用するにあたり、下記に掲載している作業内容以外の作業を、本事業として作業員や八郎潟町シルバー人材センター、八郎潟町に対して要望しません。また、世帯の町民税課税状況について八郎潟町が調査することに同意します。
なお私が作業確認をできなかった場合、作業内容及び作業時間について、作業員の方の記録内容に基づき、後日私の確認とすることを約束します。


氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


	
　八郎潟町間口等除雪支援事業　

■作業範囲
　　①道路間口の道路除雪により寄せられた雪の除雪。
　　②玄関から道路までの通路の除雪。（おおむね歩くことに支障のない程度の幅員）
　　※排雪は実施しません。（排雪しなければ除雪できない場合は協議のうえ検討）
　　※作業時刻の指定はできません。（おおむね午前中の作業となります）

■作業時間と利用料
	区　分
	利用者負担額

	
	課税世帯
	非課税世帯
	保護世帯

	１回あたり
３０分間
	２００円
	１００円
	無料


　　　　

■本事業に関するお問い合せ
　　　八郎潟町健康福祉課　（　電話　０１８－８７５－２８３５　）


■八郎潟町シルバー人材センターの通常の除雪支援事業のご利用について
　　　間口等除雪支援事業で実施できない次のような作業については、直接八郎潟町シルバー人材センター（電話８７５－５４１１）にお問い合せください。
　　　・車庫前の除雪作業　　　・排雪作業　　・宅地内全部の除排雪など

※屋根の雪降ろしは実施しません。



